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電気を熱源とする調理用機器とグリスフィルターの離隔距離について（通知） 

 

 電気を熱源とし、一般家庭で使用される調理用の設備及び器具（以下「調理用機器」とい

う。）とグリスフィルターとの火災予防上安全な距離（以下「離隔距離」という。）につい

ては、「電気を熱源とする調理用機器とグリスフィルターの離隔距離について」（平成 26

年３月 14日付消防予第 75 号。以下「第 75号通知」という。）及び「「電気を熱源とする

調理用機器とグリスフィルターの離隔距離について」の一部改正について」（平成 27年 11

月 13日付消防予第 458号。以下「第 458号通知」という。）により示しているところです。 

 今般、特定の安全性を備えた電磁誘導加熱式調理器（以下「特定安全電磁誘導加熱式調理

器」という。）等とグリスフィルターとの離隔距離の基準を下記のとおり改正することとし

ました。 

東京消防庁・政令指定都市消防長におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十

分配慮されるとともに、各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市

町村（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対してもこの旨周知されるようお

願いします。 

なお、本通知は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 37 条の規定に基づく助言と

して発出するものであることを申し添えます。 

 

記 

 

第１ 用語の定義 

１ 電磁誘導加熱式調理器 

電磁誘導加熱により煮物調理等の加熱・調理をするもので、なべ等を置くことがで

きるもの。ただし、電磁誘導加熱装置の上に鉄板等を組み込み、その鉄板等を加熱す

ることにより調理等を行うもの及び専用ポット付き電磁誘導加熱式小形自動湯沸器

（ホテル等の客室等で使用される可搬形で湯沸し専用の電磁誘導加熱式調理器）を除

く。 

殿 



２ 特定安全電磁誘導加熱式調理器 

電磁誘導加熱式調理器（電気天火又は電子レンジとの複合品を含む。）のうち、次

の⑴から⑺までの火災安全対策が施されているもの。 

⑴ 全ての電磁誘導加熱装置に、調理油が発火温度に達するおそれがあるときに加熱

を停止又は低減する措置を講じていること。 

⑵ ⑴の機能を利用者が解除できるようにする場合には、利用者が明確な意図を持っ

て操作する場合に限り解除できること。 

⑶ 小さい金属製のものを感知して加熱を行わないようにする機構を有すること。 

⑷ 電磁誘導を開始するためのスイッチが押されたことを感覚的に判別できる措置を

講じていること。 

⑸ スイッチの誤投入防止のための措置を講じていること。 

⑹ センサーの異常動作や断線時に加熱を停止する措置を講じていること。 

⑺ 次のアからウまでに掲げる事項がカタログ、リーフレット等に記載してあること。 

ア 揚げ物をする際には、メーカーが指定するなべを用い油量を十分に確保して調

理を行うこと。 

イ 金属製のものを誤って加熱しないこと。 

ウ 急激な温度上昇に伴う自然発火などの危険性に関すること。 

 

第２ グリスフィルターとの離隔距離 

油脂を含む蒸気を発生させるおそれのある調理用機器の上方に設置されるグリスフ

ィルターと発熱体等とは、次に掲げる離隔距離を確保すること。 

グリスフィルター  レンジフードファン

附属のグリスフィル

ター（注 1） 

左記以外のもの 

電気こんろ（注 2） 

電気レンジ（注 2） 

電磁誘導加熱式調理器（注 2） 

（特定安全電磁誘導加熱式調理器を除く） 

80 ㎝以上 
100 ㎝以上 

特定安全電磁誘導加熱式調理器（注２） 60 ㎝以上（注３） 

（注１）「レンジフードファン」とは、電気用品安全法施行令（昭和 37年 8月 14日政令第

324 号）別表第２・８(42)に規定する換気扇（厨房用）で機器の一部を天蓋とした風量

15 ㎥/min 以下のものをいう。 

（注２）対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例

の制定に関する基準を定める省令（平成 14年３月６日総務省令第 24号、以下「対象火

気省令」という。）別表第 2に掲げる種別のものに限る。 



（注３）各住戸の厨房用ダクトが単独排気方式である場合に限り適用する。 

 

第３ 通知の廃止 

   本通知をもって、第 75号通知及び第 458号通知は廃止する。 

    

 

 

 

 

消防庁予防課 

担当：桒原・佐藤・宮田 

電 話 ０３－５２５３－７５２３ 

ＦＡＸ ０３－５２５３－７５３３  



「電気を熱源とする調理用機器とグリスフィルターの離隔距離について」（平成 26 年 3 月 14 日付け消防予第 75 号） 新旧対照表 
改正後 現行 

前文 略 
 
第１ 用語の定義 
 １ 略 
 ２ 特定安全電磁誘導加熱式調理器 

電磁誘導加熱式調理器（電気天火又は電子レンジとの複合品を含
む。）のうち、次の⑴から⑺までの火災安全対策が施されているもの。 
⑴から⑺まで 略 

 
第 2 グリスフィルターとの離隔距離 

グリスフィルター レンジフードファ
ン附属のグリスフ
ィルター（注 1） 

左記以外の
もの 

電気こんろ（注 2） 
電気レンジ（注 2） 
電磁誘導加熱式調理器（注 2） 
（特定安全電磁誘導加熱式調理器
を除く） 

80 ㎝以上 
100 ㎝以上 

特定安全電磁誘導加熱式調理器
（注 2） 

60 ㎝以上（注 3） 

（注 1）略 
（注 2）略 
（注 3）各住戸の厨房用ダクトが単独排気方式である場合に限り適用する。 
 

前文 略 
 
第１ 用語の定義 
 １ 略 
 ２ 特定安全電磁誘導加熱式調理器 

電磁誘導加熱式調理器（電気魚焼き器との複合品を含む。）のうち、
次の⑴から⑺までの火災安全対策が施されているもの。 
⑴から⑺まで 略 
 

第２ グリスフィルターとの離隔距離 
グリスフィルター レンジフードファ

ン附属のグリスフ
ィルター（注 1） 

左記以外の
もの 

電気こんろ（注 2） 
電気レンジ（注 2） 
電磁誘導加熱式調理器（注 2） 
（特定安全電磁誘導加熱式調理器
を除く） 

80 ㎝以上 
100 ㎝以上 

特定安全電磁誘導加熱式調理器
（注３） 

60 ㎝以上（注４） 

（注 1）略 
（注 2）略 
（注 3）対象火気省令別表第 2 に掲げる種別のもの及び定格消費電力が

4.8KWを超え 5.8KW 以下の電磁誘導加熱式調理器（一口当たり 3KW



 
 
 
 
 
第３ 略 

以下）のうち、同省令第 5 条第 3 号又は第 20 条第 3 号に規定する離
隔距離が、同省令別表第 2「電磁誘導加熱式調理器」の欄に掲げる距
離と同等であるものに限る。 

（注 4）各住戸の厨房用ダクトが単独排気方式である場合に限り適用する。 
 
第３ 略 

参考 二重下線箇所については、「「電気を熱源とする調理用機器とグリスフィルターの離隔距離について」の一部改正について（通知）」（平成 27年 11

月 13 日消防予第 458 号）による一部改正の内容 
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